
（仮称）仙台市犯罪被害者等支援条例
骨子案

犯罪被害者等支援シンボルマーク
「ギュっとちゃん」

仙台市市民局生活安全安心部市民生活課

みやぎ 伊達な ギュッとちゃん
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資料１



１ 条例制定の背景
（１）関係団体の主な動向

① 国

・犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号）

地方公共団体は地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有すると規定している。

・犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭和55年法律第36号）

犯罪被害者等給付金（遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金）制度が設けられているが、支

給までに時間を要するなど運用に課題がある。

・第４次犯罪被害者等基本計画（令和３年３月30日閣議決定）

地方公共団体に対し、総合的対応窓口の充実や見舞金の導入の要請をしている。

② 宮城県

・宮城県犯罪被害者等支援条例（令和５年宮城県条例第44号）

市町村を「地域の状況に応じた施策を推進」するものとしている。

③ 仙台市

犯罪被害者等支援総合相談窓口を設置している。 2



１ 条例制定の背景
（２）課題と方向性

① 仙台市の課題

・犯罪被害者等に対する経済的支援

・犯罪被害者等支援に特化した施策の展開

といった被害者等からの期待に応えられる取組みを進める必要がある。

② 支援の方向性

上記の課題を踏まえ、

・被害者等の支援を迅速かつ公平に、また被害者等が利用しやすい形で実施すること

・被害者等が地域社会で安心して暮らすことができるように支援を行うこと

・市、関係機関等、市民等及び事業者等が相互に連携し協力すること

を目指し、条例を制定し、支援への取組みを進めることとする。
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２ 条例の目的と理念
【目的】

犯罪被害者等の支援について、基本理念を定め、並びに市、市民等及び事業者の責務を
明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、当該
支援のための施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに犯罪被害者等
が受けた被害の軽減及び早期回復を図り、もって市民の誰もが安心して暮らすことのでき
る地域社会の実現に寄与することを目的とします。

【支援の基本的な理念】

・犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権

利が尊重されるよう、十分に配慮して行われるものとします。

・犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、地域社会で安心して暮らすことが

できるよう、適切に途切れることなく行われるものとします。

・迅速かつ公正に行われるとともに、犯罪被害者等にとって利用しやすいものとします。

・二次被害及び再被害の発生の防止に十分に配慮して行われるものとします。

・市、関係機関等、市民等及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進されるものとします。
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３ 用語の定義
（１）犯罪等

犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいいます。

（２）犯罪被害者等

犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいいます。

（３）市民等

市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内で活動を行う団体をいいます。

（４）事業者

市内において犯罪被害者等を雇用する者その他の市内で事業活動を行う者をいいます。

（５）民間支援団体

犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいいます。
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３ 用語の定義
（６）関係機関等

国、宮城県、警察、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体、民間支援団体その他の犯

罪被害者等の支援に関係するものをいいます。

（７）二次被害

犯罪等による直接的な害を被った後に、周囲の者の配慮に欠ける言動、インターネッ

ト等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過

度な取材及び報道等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、プライ

バシーの侵害、経済的損失その他の被害をいいます。

（８）再被害

犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者等から再び受ける被害をいいます。
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４ 市、市民等、事業者の責務
（１）市の責務

市は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の

支援のための施策を策定し、及び実施するものとします。

（２）市民等の責務

市民等は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理

解を深め、二次被害を生じさせ、又は犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう十分に配

慮し、市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとします。

（３）事業者の責務

① 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について

理解を深め、その事業活動を行うに当たっては二次被害を生じさせないよう十分に配慮し、

市が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとします。

② 犯罪被害者等の就労その他その犯罪等による被害に関し事業者に求められる手続等につ

いて十分に配慮するよう努めるものとします。
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５ 支援内容等
（１）相談及び情報の提供等

① 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪

等に起因して直面する様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言並

びに関係機関等との相互連携を図るものとします。

② 市は、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置

するものとします。

（２）日常生活等の支援

市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、次に

掲げる施策を行うものとします。

① 犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため、一時的な生活資金の助成その他

必要な支援を行うこととします。

② 犯罪等による精神的な被害を早期に軽減し、又は回復するため、必要な支援を実施

することとします。 8



５ 支援内容等
③ 犯罪等により家事等を行うことが困難となった場合に、日常生活を円滑に営むため、

家事に係る支援その他必要な支援を行うこととします。

④ 犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった場合に、居住の安定を図る

ため、転居に要する費用の助成その他必要な支援を行うこととします。

⑤ 犯罪等により就労及び勤務に配慮が必要となった場合に、雇用の安定を図るため、

その雇用する者が犯罪被害者等になったときの勤務への配慮の必要性について事業者

の理解を深めるための措置その他必要な支援を行うこととします。

（３）市内に住所を有しない被害者の支援

市は、市内に住所を有しない者が市内で発生した犯罪等により害を被ったときは、

その者が住所を有する地方公共団体と連携し、及び協力して、当該害を被った者に対し、

必要な情報の提供及び助言を行うものとします。
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５ 支援内容等
（４）市民等及び事業者の理解の促進

市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の支援の必要性、二次被害

及び再被害の発生を防止することの重要性等について市民等及び事業者の理解を深め、

犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされるよう、広報その他の啓発活動を行うもの

とします。

（５）人材の育成

市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、犯罪被害者等の支援を迅速かつ適切

に行う人材を育成するための研修の実施その他必要な施策を講ずるものとします。

（６）民間支援団体への支援

市は、犯罪被害者等の支援において民間支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、そ

の活動の促進を図るために必要な情報の提供その他必要な支援を行うものとします。

10



５ 支援内容等
（７）意見等の反映

市は、犯罪被害者等の支援に当たっては、犯罪被害者等、犯罪被害者等の支援に関し

識見を有する者及び市民等からの犯罪被害者等の支援に関する意見、要望等を把握し、

施策に反映させるよう努めるものとします。

（８）支援を行わないことができる場合

市は、犯罪被害者等が当該犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行う

ことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないこと

ができます。
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６ スケジュール（案）
令和６年４月26日から 条例制定に関するパブリックコメント手続

令和６年５月25日まで

令和６年度中 市議会に条例案を提出
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